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はじめに 

 

令和２年１０月１８日に発生いたしました地表面の陥没ならびにその後の調

査で発見されました３カ所の空洞におきまして、地域にお住まいの方々をはじ

めとする皆さまに大変なご迷惑、ご心配をお掛けしていることを心よりお詫び

申し上げます。 

 

また、工事中の振動、騒音等のお問い合わせに対する対応について住民の方々

へより丁寧な対応が必要だったのではないかと考えており、これまでの対応に

ついて、あわせてお詫び申し上げます。 

 

令和３年３月１９日に「東京外環トンネル施工等検討委員会 有識者委員会

（以下、「有識者委員会」と言います。）」により報告書が取りまとめられたこと

を受け、令和３年４月２日～７日において東京外環沿線にて実施しました説明

会およびフリーダイヤル、メール等で頂いた主なご質問とその回答について、と

りまとめましたのでお知らせいたします。 

 

今後は事業者として、有識者委員会報告書を踏まえて各々の再発防止対策を

検討してまいります。  

 

また、シールドトンネル工事の掘進の再開については、現段階において見通せ

る状況にありません。陥没・空洞事故の原因となった本線シールドトンネルにつ

いては、今後、家屋補償など必要な補償を誠意を持って対応しつつ、まずは、工

事により影響を受けた地盤の補修などを行っていく必要があると考えておりま

す。 

 

今回とりまとめました回答については、今後の検討等によって、変更となる場

合もありますのでご了承ください。 
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＜委員会報告書＞ 

問１. 事前の地質調査が不十分だったのではないでしょうか。少なくとも１

００ｍ～２００ｍごとに行うべきボーリング調査が事故のあったところで

はなされていないのではないでしょうか。 

一般的に、事前調査におけるボーリング調査については、トンネル標準示方書

等の各種基準・指針等において、１００ｍ～２００ｍ程度の間隔で調査を実施す

ることが推奨されております。 

東京外環事業においては、大深度地下使用認可申請にあたり、トンネル工事着

手前に地盤状況把握のために行う事前調査を目的として、調査間隔２００ｍ程

度を目安として、事業区域周辺で８６本のボーリング調査を実施（平均調査間隔

１６７ｍ程度）するとともに、ボーリング調査地点間に地盤急変部が存在するか

を調べるため、物理探査として微動アレイ調査を実施しております。 

これらの工事着手前に行われる事前調査により、東京外環全線に渡り、地表部

からシールド掘削断面までの地層構成や地盤強度、粒度分布などについて確認

しておりました。 

なお、原因究明のために実施したボーリング調査等の結果は、この事前調査の

結果と概ね一致しており、工事着手前に行われる地盤状況把握のための事前調

査は適切に行われていることを、有識者委員会にも確認いただいております。 

 

問２. 東久留米層の直上で何本ボーリング調査を実施したのでしょうか。 

東京外環事業においては、大深度使用認可申請にあたり、トンネル工事着手前

に地盤状況把握のために行う事前調査を目的として、事業区域周辺で８６本の

ボーリング調査を実施しております。 

また、トンネル施工断面が東久留米層に位置している世田谷区成城付近から

三鷹市北野付近の間にかけては２９本のボーリングを実施しており、そのうち

計画線上で行ったものは、１４本となっています。 

 

問３. 全線にわたり、計画線上でトンネル位置までボーリングした箇所を明

らかにすべきではないでしょうか。 

東京外環事業においては、大深度使用認可申請にあたり、トンネル工事着手前

に地盤状況把握のために行う事前調査を目的として、事業区域周辺で８６本の

ボーリング調査を実施しております。 

そのうち、大深度地下のトンネル下端まで達しているものは、６５本となって

おり、さらにそのうち、計画線上で行ったものは、２４本となっております。 

また、大深度使用認可申請時に実施したボーリング調査の位置およびご質問

の箇所については、こちらをご覧ください。 
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問４. 「エリアＡ」には、トンネルルート直上に、国道事務所、NEXCO 中日本

および調布市が管理する土地が並んでいるにもかかわらず、安全確認に必

須のボーリング調査を実施せずに施工することを決定した経緯を説明すべ

きではないでしょうか。 

ボーリング調査は、大型の機械により数ヶ月の作業を要することもあり、また

調査作業等で周辺への影響が懸念されること等、地域の周囲の住環境も考慮の

上、調査箇所を選定しております。 

ご指摘の３箇所の用地については、 

・住居が近接しており、騒音・振動による周囲の住環境への影響が懸念されたこ             

 と 

・当時の土地利用やアクセス道路の状況から実施が難しかったこと 

・周辺のボーリング調査や微動アレイ調査を組み合わせることにより必要な調

査がカバーできたこと 

等により、ボーリング調査は実施していないものと考えております。 

ボーリング調査は、物理的に実施可能な箇所全てで実施するものではなく、既

存調査等で把握した地質状況を踏まえた上で実施箇所を検討して必要な箇所で

実施しております。 

陥没・空洞事故を受け、地域の住民の方々に、ご不便やご迷惑をおかけしなが

ら、ご協力を頂いて実施した原因究明のためのボーリング調査等の結果は、この

事前調査の結果と概ね一致しており、工事着手前に行われる地盤状況把握のた

めの事前調査は適切に行われていることを有識者委員会に確認いただいており

ます。 

 

問５. ボーリング調査は、掘削断面までの地層構成、地盤強度、粒度分布等の

地盤情報を最も精緻に得るための最適な調査手法と考えます。陥没事故後

にはボーリングを実施しているのに、国道事務所、NEXCO 中日本および調布

市が管理する土地で事前にボーリング調査を実施しなかったのはなぜでし

ょうか。 

ご指摘の３箇所の用地については、 

・住居が近接しており、騒音・振動による周囲の住環境への影響が懸念されたこ              

 と 

・周辺のボーリング調査や微動アレイ調査を組み合わせることにより必要な調

査がカバーできたこと 

・当時の土地利用やアクセス道路の状況から実施が難しかったこと 

等により、ボーリング調査は実施していないものと考えております。 

また、陥没・空洞事故を受け、原因究明のために実施したボーリング調査等は、

道路通行止めや振動・騒音など、地域の住民の方々に、多大なご不便やご迷惑を
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おかけしながら、ご協力を頂いて行ったものです。 

 

問６. トンネルルート上にある国道事務所などの土地でボーリング調査をし

なかったため、直上から西に 80ｍずれた H21-12 のボーリングデータによる

実際とは全く異なると思われる掘削断面の把握により、トンネル工事が進

められ、掘削断面に 20%～40%あった礫が過少に評価されていたのではない

かと考えられますが、どのような手段で、どのような掘削断面の把握をして

掘削をしたのでしょうか。 

工事着手前に実施したボーリング調査結果（H21-12）では、掘削断面において、

柱状図にも記載されているとおり、砂礫層だけでなく、その他の層にも礫が存在

していることを確認しておりました。 

各層における礫が含まれる量を、一意に推定することは難しいものの、砂礫層

の下部には、砂と礫の等量互層（1/2 ずつ含まれる）が存在することなどを踏ま

えると、約 3 割程度の礫が含まれることを事前調査結果においても確認してお

りました。 

また、地質縦断図に示すとおり、ボーリング（H21-12）の北側の掘削断面では、

礫がより多く介在する可能性があることも確認しておりました。 

なお、原因究明のために実施したボーリング調査等の結果は、細粒分も含めて

事前調査の結果と概ね一致しており、工事着手前に行われる地盤状況把握のた

めの事前調査は適切に行われていることを有識者委員会に確認いただいており

ます。 

 

問７. 「工事着手前に行われる地盤状況把握のための事前調査は適切に行わ

れていることを有識者委員会に確認いただいております」とありますが、同

委員会の委員長は、必要なボーリング調査を端折った結果、大きな被害をも

たらしたことへの反省を示していたと思いますが、何を根拠に有識者委員

会が「適切に行われていることを確認」と言えるのでしょうか。 

有識者委員会報告書では、次のとおり、結論としてまとめられており、適切と

判断された理由等も記載されているところです。 

「事前調査の結果から、陥没・空洞箇所周辺は次の全てに該当する、東京外環

全線の中で特殊な地盤条件であることをあらためて確認した。 

・掘削断面は、細粒分が少なく、均等係数が小さいため、自立性が乏しく、礫が

卓越して介在することから、シールドトンネル施工における掘削土の塑性流

動性の確保に留意すべき地盤であること。 

・掘削断面上部は、単一の砂層である流動化しやすい層が地表面近くまで連続し

ている地盤であること。 

・表層部は他の区間と比較して薄い地盤であること。 
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原因究明のために実施したボーリング調査等の結果は、上記の事前調査の結

果と概ね一致しており、工事着手前に行われる地盤状況把握のための事前調査

が適切に行われていたことが確認された。」 

 

問８. 「原因究明のために実施したボーリング調査等の結果は、この事前調査

の結果と概ね一致しており」とありますが、原因究明のためのボーリング調

査で掘削断面の深さまでを実施したものはなく、どのように掘削断面の地

質状況について事前調査結果との比較ができたのでしょうか。 

原因究明にあたり、掘削断面の地質状況については、施工中に実施した掘削土

の粒度分布試験等の結果により確認をしています。 

 

問９. 地上部からシールド掘進断面以深までの地層構成や地盤強度、粒度分

布はいかなる手段で把握していたのでしょうか。また、エリア A における地

盤についてどのように把握し、施工方法を決定していたのでしょうか。 

ボーリング結果に加えて、 

・既往調査により上総層群が地質構造の乱れが少なく、連続性が良好であると

推定されていること 

・微動アレイ調査においても地盤の急変部が確認されていないこと 

などを踏まえて、地盤状況（地層構成、地盤強度、粒度分布）を工事着手前に

行われる事前調査により把握しております。 

具体的には、 

・既往文献・調査等及びボーリング調査結果に基づき地質縦断図を作成し、微

動アレイ調査で補完して妥当性を確認しておりました。 

・また、地層構成は、作成した地質縦断図により把握しております。 

・また、地盤強度は、ボーリングによる標準貫入試験やコアサンプルを用いた

室内試験結果を掘削深度を含めて実施しております。また、微動アレイ調査

で連続性の妥当性を確認しておりました。 

・さらに、粒度分布は、ボーリングで掘削深度まで含めて粒度分布試験を実施

し、把握しておりました。 

エリア A についても、H21-12 及び H21-13 を含むボーリング結果に加えて、

上記と同様に地盤を把握しておりました。 

さらに、陥没・空洞事故の原因となった本線トンネル工事では、これら事前

調査の結果や施工時の掘削土性状等を確認し、気泡材の種類や添加量を調整し

ながら掘進しておりました。 

具体的には、事前調査の結果から、エリア A における地盤状況を事前に把握

するとともに、施工時の土砂性状の確認から、報告書の「５．１施工に関する
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経緯、施工方法の決定理由」にもあるとおり、礫分等の割合についても把握

し、気泡材の種類や添加量を調整しながら掘進しております。 

このように、エリア A の施工方法の決定が、H21-13 のデータのみに基づき行

われていたということではありませんし、H21-12 のデータが基礎データとして

は使用できないものであったということでもありません。 

なお、H21-12 のボーリングデータについては、こちらをご覧ください。 

 

問１０. 事前の地盤状況把握に利用された「既往文献」の情報の開示、もしく

は文献名と参照箇所を明示してください。 

事前の地質調査状況把握に使用した文献は次のとおりです。 

１）「東京都（区部）大深度地下の地盤図」東京都土木技術研究所 平成８年 

２）「大深度地下マップ・同解説」国土庁、東京都土木技術研究所、財団法 

人地域地盤環境研究所、川崎地質株式会社 平成１２年１１月 

３）「建築基礎構造設計指針」社団法人 日本建築学会 平成１３年１０月 

４）「東京都総合地盤図 東京都総合地盤図（Ⅱ）山の手・北多摩地区」東京

都土木技術研究所 平成２年 

５）「新編 日本の活断層」活断層研究会 平成３年 

６）「活断層詳細デジタルマップ」中田・今泉 平成１４年 

 

問１１. 令和元年 6 月 13 日の「第 19 回東京外環トンネル施工等検討委員会

資料」の中に、添加剤室内試験について「良好な流動性を確認」とあります。 

一方で、有識者委員会報告書で示されている気泡混合土配合試験では、土

砂と気泡の分離が見られたとの記述があります。 

事前の試験と事後検証でなぜこうした差異がみられたのでしょうか。 

第 19 回東京外環トンネル施工等検討委員会（以下、「第 19 回トンネル委員

会」）では、北多摩層以外の本格的な掘進に向けて、掘進時に使用する添加材

の調整など安全・安心な掘進方法を確認する必要があり、地上への漏気を抑制

しつつ、良好な塑性流動性を確保するために、あらかじめ砂礫土、砂質土、粘

性土の室内試験を実施したものです。 

一方で、有識者委員会における気泡混合土配合試験は、陥没・空洞形成の原

因究明を行うにあたって、掘削土が時間経過に伴い塑性流動性が低下すること

に関する検証を行うことを目的として、2020 年 11 月 30 日～12 月 16 日に事後

的に実施したものです。 

有識者委員会での配合試験に用いている試料は、 

・粒度分布について、掘削土の粒度分布を再現しており、第 19回トンネル委

員会で用いているものと細粒分含有率は概ね同一であるものの、細粒分を除
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く粒度分布が異なり、第 19 回トンネル委員会で用いているものと比較して

均等係数が小さいこと 

・添加材については、実際の施工において、事前配合試験結果をもとに、掘削

土の状況やカッタートルク等のマシン負荷を確認しながら材料の種類や注入

率等の配合の調整を行ってきた結果を再現したものであり、第 19 回トンネ

ル委員会で用いているものと異なること 

から、試験結果は、一概に比較できるものではないと考えております。 

 

問１２. 令和元年 6 月 13 日の「第 19 回東京外環トンネル施工等検討委員会

資料」の事前室内試験では、砂礫土での気泡と土砂の時間経過に伴う分離の

有無について検証されたのでしょうか。 

第 19 回東京外環トンネル施工等検討委員会（以下、「第 19 回トンネル委員

会」）では、掘進時に使用する添加材について、良好な流動性が確保できるか

確認することを目的に、 

・模擬土を使用した室内試験 

・気泡破泡測定 

・土質毎の気泡の破泡確認試験 

を実施したものであり、時間経過に伴う掘削土の塑性流動性の低下に関する

確認は実施しておりません。 

なお、「気泡破泡測定」では、地上への漏気抑制のため、気泡そのものの破

泡時間を測定したものであり、掘削土の時間経過に伴う塑性流動性低下を確認

したものではありません。また、水分が含まれた土砂と混合された場合の破泡

する時間は、この試験とは異なるものと考えております。 

また、「土質毎の気泡破泡確認試験」では、「砂層・砂礫層では、粘性土の

土丹層よりも破泡しにくい」との結果が得られ、実際に、砂層が主体である東

久留米層の掘進を開始して以降、気泡材を使用し、夜間休止も行っていました

が、掘削は順調に進んでおり、その間は、夜間休止を行っていても塑性流動性

は確保できていたと考えております。 

この第 19 回トンネル委員会では、これらの試験結果を踏まえ、東久留米層

での掘進について、「添加材や圧力を調整し、安全な掘進方法を確認しながら

掘進」することが、受注者が施工していくにあたっての方針として確認された

ところです。 

他方、現地の施工においては、掘削土砂の性状やシールドマシンの負荷をモ

ニタリングしながら、掘進において使用する材料の変更・調整及び掘進速度の

調整などの対応を実施しておりましたが、結果的に陥没・空洞事故が発生した

ところであり、有識者委員会において確認されたとおり、施工に課題があった

と承知しています。 
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問１３. 追加調査で路面下空洞調査をされていますが、陥没エリアで見つかっ

ている３箇所の空洞は 1.5m より下のもっと深い所であり、1.5m 以内しか分

からない調査では意味がないのではないでしょうか。このままトンネル施

工を続けるのであれば、何十年掛けた地盤と空洞のモニタリング調査が必

要になるのではないでしょうか。今回のトンネル工事がトリガーとなって

数年後に大きな事故に繋がることはないのでしょうか。 

路面下空洞調査については、地表下 1.5m 程度までの地下にある空洞を調査

するものであり、令和 2 年 10 月 18 日に発生した陥没事故と同様に、直ちに陥

没に至るような差し迫った空洞の有無を調べるために実施しております。 

その結果、有識者委員会の報告書においても公表しているように、異常信号

がある箇所を確認したものの、いずれも最初の陥没とは規模が異なり、陥没発

生の可能性が高いとされるランクＡに分類される箇所は確認されなかったとこ

ろです。 

一般的に、都市部において、路面下空洞の形成は、地下埋設物等が関係して

いることが多く、陥没・空洞箇所周辺においては、異常信号箇所１２箇所のう

ち、開削による二次調査の結果、実際に空洞であったのは４箇所で、これらす

べてが埋設管付近に存在し、シールドトンネルの施工が原因とはされておりま

せん。 

また、有識者委員会において、原因究明のために実施したボーリング調査の

他、音響トモグラフィや微動アレイ調査の物理探査により地盤の緩みの有無を

確認しており、これら調査結果に加え、推定されたメカニズムも踏まえ、南行

トンネル直上の Bor⑫より北側からシールドマシンまでの間が地盤の緩みの生

じている可能性のある範囲とされたところです。 

地盤の緩みが生じている可能性のある範囲については、地盤補修予定範囲と

して、地上からのボーリング調査では緩みが確認されなかった範囲について、

トンネル坑内からの調査を実施しているところであり、今後、補修等の措置が

必要となる地盤を特定するとともに、補修工法について、具体的に検討してま

いります。 

また、これまでの調査から、トンネル直上の隣接地において地盤の緩みは発

生していないと考えておりますが、引き続き調査を実施する中で、隣接地にお

ける地盤の緩みが確認された場合には、適切に対応してまいります。 

なお、その調査の実施方法については、現時点では未定です。 

 

問１４. 地表面変位計測調査について、測量方法、測量地点、水準点、基準日、

誤差オーダー等の基本情報を開示すべきではないでしょうか。 

陥没周辺箇所における地表面変位計測の測量は、「工事に伴う環境調査要領

（H24.1 東京都建設局）」をもとに、次のとおり実施しています。 
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＜測量地点・基準日＞ 

地表面変位計測は、各々の測量地点について、シールドトンネルマシンが通過

する前から計測を開始（有識者委員会報告書 p3-12～3-13 に示す測線 L26では、

８月１９日から計測を開始）し、陥没・空洞箇所周辺の範囲では、48 点におい

て計測していました。 

なお、シールドトンネルマシン通過後に、地表面の沈下が継続している傾向が

確認された箇所については、測量地点を 7 点追加しております。 

測量地点・基準日については、こちらをご確認願います。 

＜水準点・基準点＞ 

陥没・空洞箇所周辺の範囲における測量地点の地表面変位計測にあたっては、

シールドトンネルの影響範囲の外側に、あらかじめ基準点を4点設置しており、

TN（南行き）中心より西側に約９０ｍと約７０ｍ、東側に約９０ｍ（２箇所）の

位置に設置しております。 

基準点は、こちらをご確認願います。 

＜誤差オーダー＞ 

必要となる 3 級水準測量の精度に対して、施工業者として、より厳しい管理

値として誤差を１ｍｍ以内と設定し、地表面変位計測を実施しています。 

 

問１５. 誤差オーダーについて、水準測量の場合、測量を行う作業員の測量技

能により誤差の大小が決まると考えられますが、「より厳しい管理値として

誤差を 1mm 以内と設定し」とは具体的にどのような管理をすることで誤差

を 1mm 以内にしたということなのでしょうか。 

水準測量において、観測点を順次計測し基準点間で結合する際に、誤差を１ｍ

ｍ以内と設定し、地表面変位計測を実施しています。 

 

問１６. 計測点は、各測線のトンネル西端、中央、東端の 3 点に設けられてい

るはずで、「測線 L29」のトンネル中央（陥没点）にあるはずの計測点のデ

ータが開示されていませんので、データを示してください。 

「測線 L29」のトンネル中央(陥没点)の測点については、陥没により消失し

たため、沈下量を示しておりません。 

なお、陥没前日の陥没点の地表面変位量は-19ｍｍでした。 

 

問１７. ①地表面沈下量について、現在は１ｍｍ単位の表示ですが、0.1mm 単

位で表示していただきたい。② 地表面沈下量を公表する方針になったので

しょうか。③ 地表面沈下量がトンネル方向のみの値しか示されていません

が、トンネル進行直角方向のデータ提示を希望します。 

①地表面変位計測の測量は１ｍｍ単位で実施しております。 
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②今般の陥没・空洞事故を受けて、有識者委員会の報告を踏まえつつ、安全・安

心を更に高める検討を行ったところであり、今後は、最大地表面傾斜角と鉛直変

位をホームページや現場付近に設置する掲示板にて定期的に公表することとし

ております。 

③また、陥没・空洞周辺のトンネル直角方向の地表面最大傾斜角のデータにつき

ましては委員会報告書にて公表しておりますので、こちらをご確認願います。 

 

問１８. 再発防止策として「GNSS や合成開口レーダーを活用し、掘進完了区

間の地表面変位の傾向を継続して把握」（有識者委員会報告書 p.8-8）する

のは必須と考えます。昨年 12 月以来被害地域で稼働していると伝えられる

GNSS のデータを直ちに開示してください。 

衛星を用いた GNSS や合成開口レーダーによる地表面変位計測結果（衛星デ

ータ）については、東京外環事業では、傾向把握などの参考データとの位置づ

けで活用しております。 

これは、衛星データについては、使用する衛星や計測技術が異なる様々なデ

ータが存在し、一般的に取得されるデータには誤差が含まれているためであ

り、衛星データの公表は差し控えさせていただいています。 

東京外環事業では水準測量により地表面変位量を計測しており、衛星データ

に比べ精度の高い測量結果をお示しさせていただいております。 

 

問１９. 「北行」トンネル直上で実施された微動アレイ調査の結果についての

速やかに住民へ開示・説明すべきではないでしょうか。 

「北行」トンネル直上の入間川東側での微動アレイ調査結果からは、シールド

トンネル掘進に伴う地盤の緩みは確認できなかったことについて、近隣にお住

まいの方に、個別にご説明させていただきました。 

入間川東側の市道における微動アレイ調査結果はこちらをご覧ください。 

 

問２０. 日経新聞の衛星データによる入間川東岸に広がる最大 3cm 以上沈下

の地表面変位量と当該地域の住宅の被害の傾向は一致していると考えてい

ますが、事業者が示す目視による地表面変位量との間には大きな食い違い

があるのはなぜでしょうか。 

衛星データについては、使用する衛星や計測技術が異なる様々なデータが存

在し、一般的に取得されるデータには誤差が含まれており、「日経新聞の衛星デ

ータによる入間川東岸に広がる最大 3cm 以上沈下」については、お答えしかね

ます。 

東京外環事業では水準測量により地表面変位量を計測しており、衛星データ

に比べ精度の高い測量結果をお示しさせていただいております。 



メールやお電話等でのご質問とその回答のとりまとめ（令和 3年 8月 3 日時点） 

  

11 
 

問２１. 事前調査の結果、「特殊な地盤条件」を把握していたと主張するので

あれば、「エリア A」の「特殊な地盤条件」に対して、設計および施工におい

てどのような対策を行ったのでしょうか、また、その対策が失敗して事故に

至ったのは何故でしょうか。 

陥没・空洞事故の原因となった本線トンネル工事では、事前調査の結果や施工

時の掘削土性状等を確認し、気泡材の種類や添加量を調整しながら掘進してお

りました。 

また、掘削土量について２段階で基準値を設定し、これを下回ること等を継続

的にモニタリングしていました。 

しかし、陥没・空洞が確認された箇所の掘進中において、閉塞が生じたものの、

掘削土量に関する基準値の超過はなく、事前に陥没や空洞が生じうる兆候を確

認するに至りませんでした。 

今回、有識者委員会で調査した結果、閉塞解除作業により生じた地山の緩みに

気泡材が浸透することにより、一部の気泡材は回収できず、掘削した地山重量は

過少に評価され、土砂の取り込みが想定より過剰に生じていたと推定されたと

ころであり、施工に課題があったとされたところです。 

 

問２２. 今回の事象は砂層と予測していたところに、礫が大量にあったことに

対処できなかった現場の判断ミスではないでしょうか。 

今回、陥没が発生した箇所については、周辺のボーリング調査及び物理探査

により、 

・土の粒子の特性（細粒分が少なく、土粒子の大きさのばらつきが小さい）に

より、地山の自立性が乏しいこと、 

・砂層の地盤の中に局所的に礫層が存在していること 

を事前に把握していました。 

このため、現地の施工においては、当該地盤に合わせて、シールドマシンの

掘進において使用する材料の変更・調整及び掘進速度の調整などの対応を実施

しておりました。 

しかしながら、結果的に陥没・空洞事故が発生したところであり、有識者委

員会において確認されたとおり、特殊な地盤条件下において、シールドカッタ

ーが回転不能になる閉塞を解除するために行った特別な作業に起因するシール

ドトンネルの施工が、陥没・空洞事故の要因と推定され、施工に課題があった

と承知しています。 
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問２３. 閉塞した際に調査せずに無理矢理シールドマシンを進めたのは、安

全・リスクに対する分析能力・管理能力の欠如であり、「施工上の課題」で

はなく、「施工ミス」ではないでしょうか。現場の技術者は、土砂の取り込

み過ぎを認知できなかったのでしょうか。 

今回の陥没・空洞事故の原因となった本線トンネル工事では、掘削土量につ

いて２段階で基準値を設定し、これを下回ること等を継続的にモニタリングし

ていました。 

しかし、陥没・空洞が確認された箇所の掘進中において、閉塞が生じたもの

の、掘削土量に関する基準値の超過はなく、事前に陥没や空洞が生じうる兆候

を確認するに至りませんでした。 

今回、有識者委員会で調査した結果、閉塞解除作業により生じた地山の緩み

に気泡材が浸透することにより、一部の気泡材は回収できず、掘削した地山重

量は過少に評価され、土砂の取り込みが想定より過剰に生じていたと推定され

たところであり、施工に課題があったとされたところです。 

 

問２４. 振動・騒音・低周波音の調査は、ほとんどしていません。また、振動

の激しかった地点では原因究明のためのボーリング調査が実施されていま

せん。掘進と振動で地盤の緩みを誘発し、陥没・空洞の成長を促進したので

はないでしょうか。また、事故周辺地域に様々に生じている振動が要因とな

った可能性のある家屋やインフラの損傷、地盤の液状化の痕跡等の事象に

関する原因分析を実施すべきではないでしょうか。 

振動等が発生するメカニズムとしては、今回の有識者委員会により、 

・前進する際に、シールドマシンの外周部と周辺の土砂の摩擦から発生する振

動・騒音 

・シールドマシンのカッターヘッドで、地山を削り取る際に発生する振動・騒     

 音 

が確認されたところです。 

トンネル工事に起因する家屋損傷については、家屋調査により確認し、被害

が生じていた場合には、事業者として補償対応を行ってまいります。その他、

個別訪問により様々な被害状況などをお伺いし、実損に対して補償対応を行っ

てまいります。 

また、インフラの損傷についても同様に、各管理者と連携し、被害状況を調

査し、適切に対応してまいります。 

なお、有識者委員会の検討の過程において、陥没・空洞事故の要因として、

トンネル掘削の振動による締固め・局所的な液状化による影響についても検討

がなされており、 
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・トンネル施工に起因する振動エネルギーは地震動と比較して極めて小さく、

液状化が発生したとは考えにくい。また、締固めへの影響は小さいものと考

えられることから、陥没・空洞形成の要因である可能性は低い 

とされているところです。 

 

問２５. 地盤中での振動レベルについて定量的なデータに基づいているか、疑

問があります。地盤条件によって振動が局所的に集中することは容易に考

えられます。液状化は地盤の質（土質）と外力（振動）の相互作用の結果と

して生じるため、“振動エネルギーは地震動と比較して極めて小さい”こと

のみをもって液状化が発生したとは考えにくいと有識者委員会が判断した

理由の説明を求めます。 

有識者委員会報告書において、 

・シールド掘進による振動レベル L10 は最大で 55dB（2gal、震度 0 相当）程

度であり、レベル１地震動 200～300gal の 1/100 以下であり、地盤に有害

なひずみを発生させるほどの加振力ではなく、地盤に緩みを生じさせたり、

地盤災害が発生させたりするレベルではないと考えられる。 

・トンネル施工に起因する振動エネルギーは地震動と比較して極めて小さく、

液状化が発生したとは考えにくい。 

とされております。 

 

問２６. 「振動エネルギーは地震波と比較して極めて小さく」の根拠としてい

る振動データの調査日は、９月４日と１０月９日の２日のみです。強い振動

が生じたと考えられる「マシンの閉塞」が多発した９月８日から１０月２日

までの振動データを開示してください。 

地上における振動計測は、９月４日及び１０月９日に実施しており、ご質問

の期間内には測定しておりません。 

一方、トンネル坑内（チャンバー背面に計器を設置）の振動値については、

ご質問の期間内における振動レベル（L10）は、57ｄB から 62ｄB です。 

 

問２７. 事故原因の土砂の取り込みすぎは、単なる初歩的な運転管理・運転技

術能力の欠如によるものではないでしょうか。 

今回の陥没・空洞事故の原因となった本線トンネル工事では、掘削土量につ

いて２段階で基準値を設定し、これを下回ること等を継続的にモニタリングし

ていました。 

しかし、陥没・空洞が確認された箇所の掘進中において、閉塞が生じたもの

の、掘削土量に関する基準値の超過はなく、事前に陥没や空洞が生じうる兆候

を確認するに至りませんでした。 
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今回、有識者委員会で調査した結果、閉塞解除作業により生じた地山の緩み

に気泡材が浸透することにより、一部の気泡材は回収できず、掘削した地山重

量は過少に評価され、土砂の取り込みが想定より過剰に生じていたと推定され

たところであり、施工に課題があったとされたところです。 

 

問２８.粒度分布試験から求められる単位体積重量が、実際の陥没エリア付近

の掘削土では 2.06g/cm3でしたが、H21-12 のボーリングで出たものは

2.22g/cm3でした。この 2.22g/cm3を排土量計算に使用したことが、土砂の

取り込み過ぎの大きな要因となったのではないでしょうか。 

また、今回の事故を受けて、再発防止策として掘削土量の管理値を、事故

前の±10%から±7.5%に厳格化するとされていますが、上記の通り、

2.22g/cm3と 2.06g/cm3では 7.8%の差があり、不適切な比重を適用すること

だけでも再発防止策で設定する管理値を超える差異が生じていたことにな

ります。これが事実であれば、事故前の排土量管理手法に関する重大な瑕疵

があったことになります。本件事故発生時における掘削土の管理には、実際

の掘削土から計測される比重を用いるのではなく、事前ボーリングの数値を

適用していたのか、また、その場合は、現在提案されている管理手法でどの

ように適切に掘削土量の管理が可能なのか、定量的に回答してください。 

陥没・空洞の原因となった本線トンネル工事では、前 20 リングにおける掘

削土の重量及び体積の実測データの平均値を算出し、その平均値の±10％を１

次管理値、±20％を２次管理値として、２段階で基準値を設定し、これを下回

ること等を継続的にモニタリングする管理手法を用いています。 

このうち、体積については、掘削土重量を単位体積重量により地山体積に換

算して算出しています。 

なお、掘削土の単位体積重量については、掘削に伴いほぐれた状態の排土を

突き固めて計測したものであり、大深度で十分に締め固められた地山の単位体

積重量に比べて、小さい値を示します。従って、掘削土の単位体積重量のみを

用いて体積を算出することは適切ではないと考えています。体積については、

地山の単位体積重量を、掘削土の単位体積重量の傾向を参考に、ボーリング調

査結果を基に設定し、掘削土重量によるモニタリングの参考としていました。 

※2,200R 付近（調布市入間町）では、トンネル地点において実施したボーリン

グ（H21-10）調査結果により確認された単位体積重量は 2.00ｇ/cm3であっ

たのに対して、同様に計測した掘削土の単位体積重量は約 1.81ｇ/cm3であ

り、0.19ｇ/cm3小さい値を示しています。 

しかしながら、陥没・空洞が確認された箇所の掘進中においては、閉塞が生

じたものの、掘削土量に関する基準値の超過はなく、事前に陥没や空洞が生じ

うる兆候を確認するに至りませんでした。 
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今回、有識者委員会において、土砂取り込み過ぎの要因としては、閉塞解除

作業により生じた地山の緩みに気泡材が浸透することにより、一部の気泡材は

回収できず、掘削した地山重量は過少に評価され、土砂の取り込みが想定より

過剰に生じていたと推定されたところです。 

 このため、有識者委員会では、再発防止対策として、閉塞をさせない、過剰

な土砂取り込みを生じさせないために、 

・シールドトンネル内の土圧をリアルタイムに監視 

・１次管理値を±7.5%、2 次管理値を±15%とするより厳しい管理値の設定、気

泡材の重量を控除しない掘削土重量や地山掘削土量と設計地山掘削土量の比

率を管理する等による排土管理の強化 

などの対応を講じるとともに、万が一、閉塞が生じた場合には、工事を一時

中止し、地盤状況を確認するために必要なボーリング調査を実施すること等

が、とりまとめられたところです。 

 

問２９. 日本最大の巨大シールドマシンを取扱う自覚、技術力、責任能力が欠

如していたのではないでしょうか。工事をする資格も能力もないのではな

いでしょうか。 

陥没・空洞事故については事業者として責任を重く受け止めているところで

あり、ご批判を真摯に受け止め、安全・安心を最優先に、陥没・空洞箇所周辺

の住民の方々をはじめとする皆様との信頼を取り戻すよう努めていきます。 

 

問３０. 気泡が漏れ出したことが、地盤の緩みの要因の一つではないでしょう

か。 

有識者委員会の検討の過程において空気の塊の上昇による影響についても検

討がなされております。 

具体的には、有識者委員会報告書において、 

・空気の塊の上昇による影響については、「上昇する空気の圧力は体積膨張と

ともに減圧するため、土粒子に与える影響は小さいと考えられることから、

陥没・空洞形成の要因である可能性は低い。」 

とされているところです。 
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問３１. シールドを夜間停止させたことにより、回転不能となったということ

ですが、そのまま掘り進めていればこのようなことにはならなかったので

はないでしょうか。夜間休止の最終判断を行ったのは施工業者でしょうか、

NEXCO でしょうか。一回転当たりの掘削量を減らして、24 時間連続掘削とい

う考えはなかったのでしょうか。 

振動のお問合せが多くあったため、ＮＥＸＣＯ東日本から施工業者に夜間停

止の指示をしております。 

今般の有識者委員会の報告書では、今後のシールドトンネル施工を安全に行

うために、夜間休止を前提に再発防止対策がまとめられたところであり、今

後、これを踏まえて、個々の再発防止対策を検討してまいります。 

 

問３２. 有識者委員会報告書で示されている気泡混合土配合試験の結果にお

いて、陥没地点付近の試料の諸元を「H21-13」のデータから設定とあります

が、この地点では礫層がなく、細粒分も１０％程度と認識しておりました。

掘削土の粒度分布との整合性について教えてください。 

今回委員会の報告で示されている気泡混合土配合試験は、陥没・空洞形成の

原因究明を行うにあたって、掘削土が時間経過に伴い塑性流動性が低下するこ

とに関する検証を行うことを目的として、2020 年 11 月 30 日～12 月 16 日に事

後的に実施したものです。 

試験に用いる試料を作成するにあたり、「礫分含有率（21.9%）」、「細粒分含

有率（4.9%）」については実際の掘削土の粒度分布より設定しています。 

また、「地山含水比」と「土粒子密度」については、掘削に伴いほぐれた状

態の掘削土から設定することが困難であるため、ボーリング H21-13 の調査結

果を使用し、注入率５０％となる気泡材の添加量を設定するとともに、気泡材

混合後の土砂の含水比が現場測定排土含水比になるように調整し、実際の掘削

土性状を再現した試料を作成したものです。 

なお、掘削断面において砂が比較的均一である H21-13 に対し、H21-12 は砂

層と評価される中にも砂と礫との互層や薄い礫層があるなどにより均一性が低

い地盤となっています。 

そのため、「地山含水比」と「土粒子密度」を設定するにあたり、H21-12 の

データを用いた場合、推定誤差が大きくなる可能性があると判断し、H21-13 の

データを使用しているものです。 

なお、「地山含水比」と「土粒子密度」について、H21-12 のデータを使用し

た場合においても、H21-13 のデータを用いた場合と大きな違いはないことを確

認しております。 
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問３３. 説明会資料 P25 について、側線 11 と 16 の微動アレイ調査の結果が、

空洞③の地表の状況に類似しています。また、浅い部分しか見えていないと

ころと深くまで調査ができている部分とかなりムラがあります。説明会資

料 P26 の側線 21 はだいぶ波を打っています。その状態で空洞や地盤の緩み

がないと言い切れる根拠は何でしょうか。 

有識者委員会において、エリアＢの区間は、陥没・空洞事故の原因となった

閉塞及びその解除のための特別な作業も実施されておらず、また、物理探査結

果から掘削断面上部での地盤の緩み等は確認されていないことから、シールド

トンネルの施工が要因となる空洞の形成や補修等の措置を必要とする地盤の緩

みは生じていないと推定されております。 

なお、引き続き、地盤の鉛直方向の変位を GNSS 等で計測し、大きな変状等

が生じないか常時監視してまいります。 

 

問３４. 気泡が砂層を通ったルートが小さなトンネル状態となり今後何年何

十年スパンでトンネルからの振動や地震で砂層の地盤の緩みと空洞を発生

させてしまわないのでしょうか。 

有識者委員会の検討の過程において空気の塊の上昇による影響についても検

討がなされております。 

具体的には、有識者委員会報告書において、 

・空気の塊の上昇による影響については、「上昇する空気の圧力は体積膨張と

ともに減圧するため、土粒子に与える影響は小さいと考えられることから、

陥没・空洞形成の要因である可能性は低い。」 

とされているところです。 

 

問３５. 取りすぎた土と空洞の容積はイコールになるのでしょうか。 

有識者委員会においては、 

・夜間休止時間にチャンバー内の土砂が分離・沈降し、締固まってしまうこと

で掘進再開時に閉塞が生じた 

・その解除のために、沈降した土砂を排土しながら起泡溶液を注入する等の特

別な作業を行う過程で、土圧の不均衡が生じて地山から土砂がチャンバー内

に流入し、結果として地山に緩みが発生したことにより、緩み領域が煙突状

に上方に進展した 

・その後の掘進時において、掘削土の塑性流動性を保つため、通常より多くの

気泡材を注入していたが、閉塞解除作業により生じた地山の緩みに気泡材が

浸透し、一部の気泡材は回収できず、掘削した地山重量は過少に評価され、

土砂の取り込みが想定より過剰に生じていた 

ことなどが、陥没・空洞形成の要因と推定されたところです。 
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なお、掘削土は、シールドマシンによる掘削に伴い、ほぐれた状態となるこ

と等により、空洞の容積とは一致しないものと考えております。 

 

問３６. シールドマシンのカッターの毎分回転数はどの程度でしょうか。油圧

ジャッキの推力を下げて、一回転当たりの送り込み量を下げ、マシン回転速

度を下げるなどの対応で、なでるように削るということを行わなかったの

でしょうか。ジャッキ推力は調整可能ではないでしょうか。マシン回転数は

モータが可変速ではないのでしょうか。 

これまで、振動については、事業者側でも測定を行い、東京都の条例に基づき、

日常生活等に適用する規制基準以下であることを確認しながら、工事を進めて

きたところですが、住民の方々からの問い合わせ等も多数あったことから、 

・振動等を緩和するための掘削方法等の改善 

・振動等の測定頻度の見直し 

など、住民の方々へのより丁寧な対応が必要だったのではないかと考えており、

これまでの対応について、深くお詫び申し上げます。 

東名側本線トンネル南行工事では、カッターの回転速度は概ね０．５回転／分

であり、シールドマシンの掘進速度を下げるなどの調整を行いながら掘進を進

めておりましたが、今後は、今回の有識者委員会においてまとめられた再発防止

対策に沿って、 

・シールドマシン前方から外周部へ滑剤を注入し、マシン前進時にマシンと周辺

土砂との間の摩擦で生じる振動・騒音を緩和させる 

・掘進速度の調整によりカッターヘッドが地山を削り取る際の振動・騒音を緩和

させる 

・シールドジャッキの長さ調整により、シールドマシン本体の振動・騒音を緩和

させる 

ことなどによる振動等の緩和対策を実施していきます。 

更に、これらの振動等の緩和対策とあわせて、振動等の測定頻度を増やすこと

等によりモニタリングを強化するとともに、特に振動等を気になされる方へ、掘

進期間中に一時的に滞在可能な場所を確保・ご提供してまいります。 

 

問３７. 再発防止対策は、どう読んでも「慎重に施工」だけで、根拠もデータ

も効果も示されていない小手先の抜本的見直しのない対策では事故を繰り

返すのではないのでしょうか。 

陥没・空洞事故については事業者として責任を重く受け止めているところで

あり、ご批判を真摯に受け止め、安全・安心を最優先に、陥没・空洞箇所周辺

の住民の皆さまをはじめとする関係者との信頼を取り戻すよう努めてまいりま

す。 
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問３８. 再発防止対策は、通常のシールドマシン施工時の注意点でしかなく、

今回の反省の上にたった新しい留意点がないのではないでしょうか。 

工事の再開については、現段階で見通せる状況にはありませんが、今回、有識

者委員会では、再発防止対策として、閉塞をさせない、過剰な土砂取り込みを生

じさせないために、 

・シールドトンネル内の土圧をリアルタイムに監視 

・より厳しい管理値の設定、気泡材の重量を控除しない掘削土重量を管理する等

による排土管理の強化 

などの対応を講じるとともに、万が一、閉塞が生じた場合には、工事を一時中止

し、地盤状況を確認するために必要なボーリング調査を実施すること等が、とり

まとめられたところです。 

この再発防止対策については、有識者委員会により、今後のシールドトンネル

施工を安全に行うために、まとめられたものであり、土砂の取り込み過ぎによる

同様の事故を繰り返さないために、しっかりと報告書を踏まえて、事業者として

対応していきます。 

 

問３９. 2 年間停止する場合、ある間隔でシールドマシンを空運転すれば機能

を維持できるのでしょうか。 

停止中のシールドマシンは、チャンバー内の泥土の分離を防止し、チャンバ

ー内の圧力を適正に保つために定期的にカッター回転を行うなど適切に管理を

行っており、機能を維持しております。 

 

問４０. 今後の掘進区間において、追加ボーリングを行わないのでしょうか。

仮に工事を進めるというのであれば、地盤調査（ボーリング）を密にして、

特殊などという言葉で言い訳するようなことが無いようにすべきではない

でしょうか。 

工事の再開については、現段階で見通せる状況にはありませんが、報告書のと

おり、今後の掘進区間において北行シールドトンネルが通過する入間川東側を

含めて、陥没・空洞箇所の掘削断面と類似（細粒分含有率１０％以下、均等係数

５以下）する箇所について、地盤の再確認のために追加ボーリングを実施する予

定であり、具体的な場所等について、地元自治体と調整してまいります。 
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問４１. ボーリング結果から、あと 4 か所、地盤的に問題ありの箇所がある

とされていますが、この部分は、工法の見直しで乗り切れると考えているの

でしょうか。 

工事の再開については、現段階で見通せる状況にはありませんが、報告書のと

おり、今後の掘進区間において確認されている、陥没・空洞箇所の掘削断面と類

似（細粒分含有率１０％以下、均等係数５以下）する地盤の４箇所についても、

地盤の再確認のために追加ボーリングを実施する予定であり、具体的な場所等

について、地元自治体と調整してまいります。 

また、今回、有識者委員会では、再発防止対策として、閉塞をさせない、過

剰な土砂取り込みを生じさせないために、 

・シールドトンネル内の土圧をリアルタイムに監視 

・より厳しい管理値の設定、気泡材の重量を控除しない掘削土重量を管理する

等による排土管理の強化 

などの対応を講じるとともに、万が一、閉塞が生じた場合には、工事を一時中

止し、地盤状況を確認するために必要なボーリング調査を実施すること等が、

とりまとめられたところです。 

これらの再発防止対策については、有識者委員会により、今後のシールドト

ンネル施工を安全に行うために、まとめられたものであり、土砂の取り込み過

ぎによる同様の事故を繰り返さないために、しっかりと報告書を踏まえて、事

業者として対応していきます。 

 

問４２． 入間川の河川内でボーリング調査を行うことは可能でしょうか。北

行シールドトンネルの掘進前にボーリング調査を行うべきではないでしょ

うか。 

 工事の再開については、現段階で見通せる状況にはありませんが、報告書のと

おり、今後の掘進区間において北行シールドトンネルが通過する入間川東側を

含めて、陥没・空洞箇所の掘削断面と類似（細粒分含有率１０％以下、均等係数

５以下）する箇所について、地盤の再確認のために追加ボーリングを実施する予

定であり、具体的な場所等について、地元自治体と調整してまいります。 

 

問４３. 地盤緩みの潜在的リスクを伴うエリア全域における地盤の緩みの有

無を確認すべきではないでしょうか。 

有識者委員会において、調査結果に加え、推定されたメカニズムも踏まえ、南

行トンネル直上の Bor⑫より北側からシールドマシンまでの間が地盤の緩みが

生じている可能性のある範囲とされたところです。 

地盤の緩みが生じている可能性のある範囲については、地盤補修予定範囲と

して、地上からのボーリング調査では緩みが確認されなかった範囲について、ト
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ンネル坑内からの調査を実施しているところであり、今後、補修等の措置が必要

となる地盤を特定するとともに、補修工法について、具体的に検討してまいりま

す。 

また、これまでの調査から、トンネル直上の隣接地において地盤のゆるみは発

生していないと考えておりますが、事業者において引き続き調査を実施する中

で、隣接地における地盤のゆるみが確認された場合には、適切に対応してまいり

ます。 

なお、その調査の実施方法については、現時点では未定です。 

 

問４４. 陥没、空洞のメカニズムとして、特殊な地盤と特別な作業が要因とさ

れていますが、8/20 ころから見られた掘進データは異常値ではないのでし

ょうか。排土量と気泡剤のバランスが崩れても特別作業として掘進を継続

しても良いという規定になっているのでしょうか。周辺住民から振動アラ

ームも多数上がっていた中で、陥没事故が発生するまで 2 ヶ月近く特別作

業を継続できる体制が取られていたのでしょうか。空洞のメカニズムを発

生させてしまった要因としてご提示お願いします。 

令和２年８月２０日に最初の閉塞が発生し、これ以降、断続的に閉塞が計１６

回発生しましたが、掘進前の計画段階において、閉塞が生じることは想定してお

らず、事前に手順を定めたマニュアルの策定は行っておりませんでした。 

閉塞を解除するために、施工業者の判断で、チャンバー内の圧力を保持するた

め、沈降して締固まった砂礫を排土しつつ起泡溶液を注入する作業を行ってお

り、チャンバー内の圧力を確認しながら作業を行っておりました。 

この際、チャンバー内の圧力に異常が確認できなかったことから、当時は、問

題なく閉塞解除が行えていたと考え、気泡材の種類や添加量を調整しながら掘

進を継続しておりました。 

また、掘削土量管理については、２段階で基準値を設定し、これを下回ること

等を継続的にモニタリングしていましたが、陥没・空洞が確認された箇所の掘進

中において、閉塞が生じたものの、掘削土量に関する基準値の超過はなく、事前

に陥没や空洞が生じうる兆候を確認するに至りませんでした。 

今回、有識者委員会で調査した結果、閉塞解除作業により生じた地山の緩みに

気泡材が浸透することにより、一部の気泡材は回収できず、掘削した地山重量は

過少に評価され、土砂の取り込みが想定より過剰に生じていたと推定されたと

ころであり、施工に課題があったとされたところです。 
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問４５. ８月から振動被害を訴えているのに、なぜ、工事を中断して調べなか

ったのでしょうか。健康被害は放置されているのではないでしょうか。 

振動等が発生するメカニズムとしては、今回の有識者委員会により、 

・前進する際に、シールドマシンの外周部と周辺の土砂の摩擦から発生する振

動・騒音 

・シールドマシンのカッターヘッドで、地山を削り取る際に発生する振動・騒音 

が確認されたところです。 

これまで、振動については、事業者側でも測定を行い、東京都の条例に基づき、

日常生活等に適用する規制基準以下であることを確認しながら、工事を進めて

きたところですが、住民の方々からの問い合わせ等も多数あったことから、 

・振動等を緩和するための掘削方法等の改善 

・振動等の測定頻度の見直し 

など、住民の方々へのより丁寧な対応が必要だったのではないかと考えており、

これまでの対応について、深くお詫び申し上げます。 

なお、健康被害等に対する補償については、事業者において個別に事情を丁寧

にお伺いし、誠意を持って対応させて頂きたいと存じます。 

 

問４６. 現場の異常事象は、国交省や NEXCO に届いていたのでしょうか。 

令和２年９月１８日（金）にはじめて、施工業者からＮＥＸＣＯに対し、９月

１４日（月）、１５日（火）、１７日（木）、１８日（金）に閉塞が生じていたこ

とについて報告があり、ＮＥＸＣＯからは地表面監視強化、添加材の種類や添加

量について検討の指示をしました。 

 

問４７. 低周波音の発生源の調査はどの程度進んでいるのか説明してくださ

い。 

低周波音を含め、振動等が発生するメカニズムとしては、今回の有識者委員会

により、 

・前進する際に、シールドマシンの外周部と周辺の土砂の摩擦から発生する振

動・騒音 

・シールドマシンのカッターヘッドで、地山を削り取る際に発生する振動・騒音 

が確認されたところです。 
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問４８. 低周波音被害について、掘削工事を停止している現在も低周波音被

害を訴える住民が少なからずいることから、要望する住民宅における低周

波音の測定、並びに住民自ら測定が可能となるように事業者による低周波

音測定器の購入および周辺住民への貸し出しを行うべきではないでしょう

か。 

低周波音測定の要請を頂きましたら、事業者にて計測いたします。 

なお、低周波音の測定には特別な測定器が必要となり、調達、故障やメンテナ

ンス対応等の観点で課題があるため貸出しは考えておりません。 

また、特に低周波を気になされる方には、一時的に滞在可能な場所を確保・ご

提供してまいります。 

 

問４９. 低周波音の測定について、必要な人やその支援者に機器の取り扱い

方法を教えて貸与するなど、住民に寄り添った方法をとらないのはなぜで

しょうか。 

低周波音測定の要請を頂きましたら、事業者にて計測いたします。  

なお、低周波音の測定には特別な測定器が必要となり、調達、故障やメンテナ

ンス対応等の観点で課題があるため貸出しは考えておりません。 

 

問５０. 低周波音被害は、健康な人にとっても深刻ですが、外出そのものが難

しい健康に問題がある人には特に深刻な苦痛をもたらします。一時的に避

難すること自体も大きな負担となったり不可能であったりします。その点

についてどのような配慮をするのでしょうか。 

まずは、今回の有識者委員会においてまとめられた再発防止対策に沿って、 

・シールドマシン前方から外周部へ滑剤を注入し、マシン前進時にマシンと周辺

土砂との間の摩擦で生じる振動・騒音を緩和させる 

・また、掘進速度の調整によりカッターヘッドが地山を削り取る際の振動・騒音

を緩和させる 

・更に、シールドジャッキの長さ調整により、シールドマシン本体の振動・騒音

を緩和させる 

ことなどによる振動等の緩和対策を実施していきます。 

更に、これらの振動等の緩和対策とあわせて、振動等の測定頻度を増やすこと

等によりモニタリングを強化するとともに、特に振動等を気になされる方へ、掘

進期間中に一時的に滞在可能な場所を確保・提供してまいります。 

一時的に滞在可能な場所へ移動頂くことが難しい場合などにおいては、対応

について、個別の事情をお伺いしながらより丁寧な対応をしてまいります。 
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問５１. 有識者委員会の議事録公開を求めます。 

本有識者委員会は、闊達な議論の妨げにならないよう、会議および議事につい

ては、原則非公開で開催しており、詳細な議事録は作成しておりません。なお、

上記の主旨を踏まえつつ、議事要旨と配布資料は委員会後速やかに公表してい

るほか、会議後にはブリーフィングを実施しているところです。 

今後とも、地域の皆さまへは説明会やオープンハウス等を通じて丁寧な説明

を行ってまいりたいと考えております。 

 

問５２. 掘ってみなければ分からない、なんとなく掘った、リスクとコストを

はかりにかけるという有識者の発言は問題ではないでしょうか。 

東京外環の本線トンネルについては、市街化された地域の大深度地下を国内

最大級のシールドマシンにより掘削を行うものであるため、地上へ影響を与え

ないよう、適切に工事を行うことが重要であるとの考えに変わりはありません。 

今回の陥没・空洞事故について、事業者として責任を重く受け止めているとこ

ろであり、ご批判を真摯に受け止め、安全・安心を最優先に、陥没・空洞箇所周

辺の住民の方々をはじめとする皆様との信頼を取り戻すよう努めていきます。 

 

問５３. 「土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン」

を適用した上での被害状況の把握を再検討すべきではないでしょうか。 

陥没・空洞事故の原因究明のための調査は、有識者委員会で調査方針を確認

しながら、実施しており、地質・地盤情報の活用、ボーリングや物理探査など

の地質調査を実施するなど、地質・地盤条件とその不確実性の特性を把握し、

事業への影響を評価するガイドラインの主旨にも沿って行っております。 

再発防止対策の具体検討では、ガイドラインの主旨に沿って、適切にリスク

マネジメントを行ってまいります。 

 

問５４. 有識者委員会が「土木事業における地質・地盤リスクマネジメントの

ガイドライン」に沿って活動したのであれば、その議事録を開示してくださ

い。 

陥没・空洞事故の原因究明のための調査は、有識者委員会で調査方針を確認

しながら、実施しており、地質・地盤情報の活用、ボーリングや物理探査など

の地質調査を実施するなど、地質・地盤条件とその不確実性の特性を把握し、

事業への影響を評価するガイドラインの主旨にも沿って行っております。 

また、本有識者委員会は、闊達な議論の妨げにならないよう、会議および議

事については、原則非公開で開催しており、詳細な議事録は作成しておりませ

ん。なお、上記の主旨を踏まえつつ、議事要旨と配布資料は委員会後速やかに

公表しているほか、会議後にはブリーフィングを実施しているところです。  
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再発防止対策の具体検討では、ガイドラインの主旨に沿って、適切にリスク

マネジメントを行ってまいります。 

 

問５５. 忠実にガイドラインを本件工事に適用し、事業者（国交省、NEXCO 東

日本、NEXCO 中日本）の下に作られた有識者委員会とは異なる、中立かつ独

立した調査委員会による、ガイドラインに則した科学的な被害事象の特定

とその原因解明および再発防止策の策定を求めます。 

この有識者委員会は、これまでも中立的な立場で外環事業に対する専門的な

助言をいただいている「東京外環トンネル施工等検討委員会」から、有識者の

みで構成する有識者委員会を立ち上げ、新たに地盤工学の２名の有識者に加わ

っていただき、検討が進められてまいりました。 

具体的には、各委員は 

・土木学会の地盤工学委員長、トンネル工学委員会及びシールド工法小委員会

の相談役・専門委員 

・応用地質学会の名誉会員 

であるなど、トンネル工学、地質・水文学、地盤工学、施工法を専門とする

各分野において、第一線で研究や実務にあたられており、有識者委員会では、

これらの方々に、公正かつ中立に各々の専門的見地からご検討いただいており

ます。  
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＜地盤補修＞ 

問５６. 地盤の補修工事について、どのように進めていくつもりなのか、現在

の状況および今後の進め方を示してください。 

地盤の補修につきまして、現在、地盤補修範囲を特定する調査、仮移転また

は事業者による買取等のご相談をさせていただきながら、地盤補修工事の施工

方法等の検討を行っているところです。 

今後、これらの検討等を踏まえて、あらためて地盤補修工事について、皆さ

まにご説明させていただきます。 

地盤補修工事の流れについては、こちらをご確認ください。 

 

問５７. 地盤補修の目的は工事再開でしかないと感じます。住民の求める「も

との地盤に戻す」ことにはならないのではないでしょうか。 

地盤補修については、今後の住民の皆様のご意向も踏まえ、具体的な補修方

法を検討してまいります。 

  

問５８. 陥没・空洞事故は、被害住民の住居を支えている大切な地盤（武蔵野

礫層）のどこをいかに損傷させたのでしょうか。地盤補修は、何のために、

地下何 m の深さを、どのような工法で、どのようなリスクを伴い、何年後に

どのような結果がもたらされるのでしょうか。武蔵野礫層を破壊する工事

の目的とは何なのでしょうか。 

陥没箇所および空洞①・②箇所における武蔵野礫層では、落込みと緩みが確

認されています。 

地盤補修については、今後の住民の皆様のご意向も踏まえ、元の地盤強度に

戻すための具体的な補修方法を検討してまいります。 

 

問５９. 唐突に表明された「仮移転」や２年間もの地盤補修は、住民無視その

ものではないでしょうか。 

工事により地盤に影響を与えてしまったうえに、更にご不便をおかけするこ

ととなり、大変恐縮ではありますが、確実に地盤の補修を行うためには、緩ん

だ地盤の直上から工事を実施する必要があると考えているため、地盤補修範囲

にお住まいの方については、仮移転または事業者による買取等のご相談をさせ

て頂いているところです。 

今後ともご理解を得られるよう、丁寧な説明に努めるとともに、お住まいの

皆様方のご意向を個別に確認させて頂きながら、事業者として誠意をもって対

応をしてまいります。 
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問６０. 地盤補修の工事内容を明示し、地域住民らと合意をとるべきではな

いでしょうか。 

地盤補修については、今後の住民の皆様のご意向も踏まえ、具体的な補修方

法を検討してまいります。また、事前に工事の内容について住民の皆様へご説

明します。 

なお、工事施工を原因とした損害に対しては、当該損害を受けた地権者など

のご了解を得た上で、補修を行うものであり、地権者の同意を得たうえで補修

いたします。 

 

問６１. 北行シールドマシンがすぐ脇を掘削しますが、その地帯は既に地盤

沈下しています。北行シールドマシンの直上も地盤改良区域とするべきで

はないでしょうか。 

有識者委員会において、原因究明のために実施したボーリング調査の他、音

響トモグラフィや微動アレイ調査の物理探査により地盤の緩みの有無を確認し

ており、これら調査結果に加え、推定されたメカニズムも踏まえ、南行トンネ

ル直上の Bor⑫より北側からシールドマシンまでの間が地盤の緩みの生じてい

る可能性のある範囲とされたところです。 

地盤の緩みが生じている可能性のある範囲については、地盤補修予定範囲と

して、地上からのボーリング調査では緩みが確認されなかった範囲について、

トンネル坑内からの調査を実施しているところであり、今後、補修等の措置が

必要となる地盤を特定するとともに、補修工法について、具体的に検討してま

いります。 

また、これまでの調査から、トンネル直上の隣接地において地盤の緩みは発

生していないと考えておりますが、引き続き調査を実施する中で、隣接地にお

ける地盤の緩みが確認された場合には、適切に対応してまいります。 

なお、その調査の実施方法については、現時点では未定です。 

 

問６２. 地盤改良工事は、大深度法認可区域以外の浅い地下であり、恒久的人

工物の投入は、住民・地権者の同意が必要ではないでしょうか。 

工事施工を原因とした損害に対しては、当該損害を受けた地権者などのご了

解を得た上で、補修を行うものであり、地権者の同意を得たうえで補修いたし

ます。 
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問６３. 地盤改良のため転居し、更地とした部分での家の再建は、周辺地盤が

安定した後からとなるのでしょうか。 

地盤補修については、今後の住民の皆様のご意向も踏まえ、具体的な補修方

法を検討してまいります。 

ご不便をおかけして大変申し訳ありませんが、仮移転の場合は、ご自宅の再

建は地盤補修後となります。  
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＜補償＞ 

問６４. 賠償・補償のルールを明文化するべきではないでしょうか。そのため

に住民団体との交渉に応じるべきではないでしょうか。 

補償に当たっては、被害の申し出をいただき、事業者において住民の皆様に

個別に事情を丁寧にお伺いし、誠意を持って対応してまいりたいと考えており

ます。 

そのうえで、公正・公平な補償を行う観点から、NEXCO 東日本において、不

動産市場・地価動向や損害賠償に関する複数の外部専門家による客観的意見も

確認する等、適切に対応してまいります。 

 

問６５. 家屋損傷だけではなく、地盤損傷の補償もすべきではないでしょう

か。健康被害や精神的被害にも補償すべきではないでしょうか。 

今回の陥没・空洞事故が甚大な社会的影響を生じていることを踏まえ、早急

に社会的不安を解消し、住民の皆様が受けた被害を回復するため、広範な補償

の枠組みを事業者独自に設定し、誠意をもって補償を行ってまいります。 

具体的には、建物等に損害が発生した場合に、原則として従前の状態に修

復、復元するなど現状を回復（補修）することに加え、①家賃減収相当額や②

地盤補修工事完了後において生じた不動産売却損、③疾病等による治療費な

ど、実際に発生した損害についても補償いたします。 

 

問６６. 今回工事が止まったことにより、施工業者には一日いくらという補

償金のようなものは支払われているのでしょうか。 

掘進停止に伴う費用については、算出できていません。 

 

問６７. 不動産鑑定を活用して地価下落の補償をするべきと考えますがいか

がでしょうか。また、希望者に対する買取制度を設けるべきと考えますがい

かがでしょうか。 

補償に当たっては、地盤補修工事完了後において生じた不動産売却損など、

実際に発生した損害について補償いたします。 

被害の申し出をいただき、事業者において住民の皆様に個別に事情を丁寧に

お伺いし、誠意を持って対応いたします。 

 

問６８. 今回の補償対象地域の方に対しての補償は、どこから支払われるの

でしょうか。税金も使われるのでしょうか。 

補償・補修に要する追加的費用については、事業者が負担し、税金は使われ

ません。   
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＜その他＞ 

問６９. 「地上に影響がない」と言ってきたのに、トンネル工事の真上で、陥

没・空洞が発生しました。沿線のどこでも今回の事象が発生する可能性があ

るのではないのでしょうか。 

陥没・空洞事故については事業者として責任を重く受け止めているところで

あり、ご批判を真摯に受け止め、安全・安心を最優先に、陥没・空洞箇所周辺の

住民の方々をはじめとする皆様との信頼を取り戻すよう努めていきます。 

 

問７０.調布市における修復が完了するまでは、一切の工事は再開するべきで

はないですし、再開にあたっては各地で説明会を開催し、住民の許可を受け

るべきではないでしょうか。 

シールドトンネルの掘進の再開については、現段階で見通せる状況にはあり

ません。 

まずは、家屋補償など必要な補償を誠意を持って対応しつつ、工事により影響

を受けた地盤の補修などを行ってまいります。 

また、有識者委員会により、今後のシールドトンネル施工を安全に行うために、

再発防止対策がまとめられたことから、東京外環事業におけるシールドトンネ

ル工事の再開にあたっては、これを踏まえて、個々の再発防止対策を検討してま

いります。 

なお、事前に周辺の住民の皆さまへご説明することなく、シールドトンネルの

掘進を再開することはございません。 

 

問７１. 工事の認可が、10年延びて、令和 13 年 3月 31 日までとなった工事

の工程はどうなっているのでしょうか。まずは、東つつじケ丘の地盤改良と

4か所の類似地盤箇所の追加ボーリング調査を実施するのでしょうか。 

工事の再開については、現段階で見通せる状況にはありません。 

陥没・空洞事故の原因となった本線シールドトンネルについては、今後、家

屋補償など必要な補償を誠意を持って対応しつつ、まずは、工事により影響を

受けた地盤の補修などを行ってまいります。 

また、報告書のとおり、今後の掘進区間において確認されている、陥没・空洞

箇所の掘削断面と類似（細粒分含有率１０％以下、均等係数５以下）する地盤の

４箇所についても、地盤の再確認のために追加ボーリングを実施する予定であ

り、具体的な場所等について、地元自治体と調整してまいります。 
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問７２. 現在停止している大泉からの 2 本と、ランプシールド 3 本のシール

ド工事は再開されるのでしょうか。本線の合流点は、当初の井の頭通り付近

から変更されるのでしょうか。 

工事の再開については、現段階で見通せる状況にはありません。 

また、本線シールドトンネルの合流地点については、現時点で変更の予定はあ

りません。 

  

問７３. 地盤改良が終了した後でないと、北行トンネル工事は再開しないの

でしょうか。 

北行シールドトンネル工事の再開については、現段階で見通せる状況にはあ

りません。 

 

問７４. 工事はあと１０年、事業費は２兆４千億円ですが、もっと要するので

はないでしょうか。 

事業費が増加する場合においては、今後とも、コスト縮減などを図りなが

ら、厳格な事業評価を行ってまいります。 

 

問７５．工期が長くなることで、事業にかかるお金も変わってくると思いま

す。この追加の予算の中に税金はどれくらい投入されるのでしょうか。 

工事の再開については、現段階で見通せる状況にはありません。 

事業費が増加した場合においても、コスト縮減などの高速道路会社の経営努

力を活用しながら、できる限り有料道路事業費により対応してまいりたいと考

えています。 

 

問７６. 環境影響評価の結果は適切だったのでしょうか。 

外環事業における環境影響評価については適切に実施しております。 

 

問７７. 住民が暮らす地下を掘ること、地表に影響を与えないことが大前提

との自覚がないのではないでしょうか。大深度地下法は地上には影響がな

い、補償を要するような損害は発生しないという前提で、外環工事を始めた

のですから、陥没事故が発生した時点で大深度の根底は崩れたのではない

でしょうか。事業は中止とすべきではないでしょうか。 

東京外環の本線トンネルについては、市街化された地域の大深度地下を国内

最大級のシールドマシンにより掘削を行うものであるため、地上へ影響を与え

ないよう、適切に工事を行うことが重要であるとの考えに変わりはありません。

また、万が一の時に備えて、家屋の事前調査を実施してきたところです。 

今回の陥没・空洞事故が発生したことを受け、有識者委員会により、今後のシ
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ールドトンネル施工を安全に行うために、再発防止対策がまとめられたことか

ら、これを踏まえて、個々の再発防止対策を検討してまいります。 

 

問７８. 命・財産に係わる問題なのに、説明会の開催案内が広く周知されてい

ないのではないでしょうか。 

今回の説明会の周知範囲につきましては、本線トンネル・ランプトンネル工

事の影響範囲にお知らせチラシを配布させていただきました。 

本事故につきましては、広範囲で関心をお持ちの方が多いことは承知してお

りますが、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、まずは影響範囲の

方を優先にお知らせチラシにより周知をさせていただいたところです。 

なお、説明の内容につきましては、ホームページで説明資料及び説明音声付

動画を掲載させていただいているところです。 

 

問７９. 礫層の掘削に対応できる計画、シールドマシン、施工であったのかに

ついて、地盤専門家から疑念が呈されています。事前調査において把握した

地質状況と、使用したカッターフェースについての説明を求めます。 

陥没・空洞事故の原因となった本線トンネル工事は、東名ＪＣＴから発進

し、中央ＪＣＴを超えて三鷹市域まで掘進する予定であった工事であり、あら

かじめ粘性土層、砂層、礫層を掘削することが確認されていたため、全ての土

質に対応するカッターフェースとしています。 

 

問８０. 事件を起こした管理体制の見直しがなく、改善の方向も示されていな

いのではないでしょうか。 

陥没・空洞事故については事業者として責任を重く受け止めているところで

あり、ご批判を真摯に受け止め、安全・安心を最優先に、陥没・空洞箇所周辺

の住民の方々をはじめとする皆様との信頼を取り戻すよう努めてまいります。 

 

問８１. 住民を実験台にしないでいただきたい。平穏な生活を返していただ

きたい。説明責任を果たすべきではないでしょうか。 

陥没・空洞事故については事業者として責任を重く受け止めているところで

あり、ご批判を真摯に受け止め、安全・安心を最優先に、陥没・空洞箇所周辺

の住民の方々をはじめとする皆様との信頼を取り戻すよう努めてまいります。 

 

問８２. 住民が参画できる第三者委員会設置が必要ではないでしょうか。 

この有識者委員会では、これまでも中立的な立場で外環事業に対する専門的

な助言をいただいている「東京外環トンネル施工等検討委員会」から、有識者
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のみで構成する有識者委員会を立ち上げ、新たに地盤工学の２名の有識者に加

わっていただき、検討が進められてまいりました。 

具体的には、各委員は 

・土木学会の地盤工学委員長、トンネル工学委員会及びシールド工法小委員会

の相談役・専門委員 

・応用地質学会の名誉会員 

であるなど、トンネル工学、地質・水文学、地盤工学、施工法を専門とする各

分野において、第一線で研究や実務にあたられており、有識者委員会では、こ

れらの方々に、公正かつ中立に各々の専門的見地からご検討いただいておりま

す。 

 

問８３. 施工ミスを認めず反省がない中で、再発防止などを示されても説得

力がありません。 

陥没・空洞事故については事業者として責任を重く受け止めているところで

あり、ご批判を真摯に受け止め、安全・安心を最優先に、陥没・空洞箇所周辺の

住民の方々をはじめとする皆様との信頼を取り戻すよう努めてまいります。 

 

問８４. 直下型の大地震がおきてシールドが停止したらどうするつもりでし

ょうか。震災は予測ができませんが、それに対しての対応はどう考えている

のでしょうか。どういう事態が起きたら工事をやめるといったガイドライ

ンのようなものはあるのでしょうか。 

大規模地震が発生した場合は、工事を一時中断し、迅速に坑内計測値を確認す

るなどの安全確認を行うこととしております。万が一土砂等の大量流入が確認

された場合は、「緊急時」として、「トンネル工事の安全・安心確保の取組み」に

よる緊急時の対応（地上にお住まいの方への周知や避難誘導等）を適切に実施し

てまいります。 
 

問８５. シールド工事は現在どのような状況でしょうか。 

シールド工事は掘進を停止しております。 

掘進停止中の安全対策として、チャンバー内の泥土の分離を防止し、チャンバ

ー内の圧力を適正に保つなどのため、定期的にカッターを回転させてチャンバ

ー内の土砂を攪拌しています。 

なお、大泉本線（北行）および大泉ＪＣＴ Ｆランプシールドトンネルについ

ては、今般、この２機のシールド機と周辺のセメント改良地盤との固着（こちら

をご参照ください）に伴い、シールド機への負荷が大きくなっている傾向が確認

されたため、安全確保のため事業用地内において保全措置として地盤改良区間

の外側までの必要最小限の掘進を行います。 
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問８６. 「添加材や圧力を調整し、安全な掘進方法を確認しながら掘進する」

とした気泡シールド工法で、野川に 2018 年 5 月くらいに酸欠起泡が出まし

たが、今回との違いは何でしょうか。成城においても、気泡が出ているので

はないでしょうか。気泡は通常の状況で、どれくらい地山に残されているの

でしょうか。 

漏気事象のメカニズムは、地下のシールドトンネル工事で使用した空気のご

く一部が、既存ボーリング孔跡などを通じ漏気したものと推定されており、今回

推定された陥没・空洞事故のメカニズムとは異なるものです。 


